
新型コロナウイルス感染症に関する受診状況と対応について

コロナ感染症の感染拡大初期より、奥越健康福祉センターと連携しながら発熱患者への

対応マニュアルを作成し対応している。現在、対応マニュアル改訂版 ver１４ （別紙）
１) 発熱・風邪症状を主訴とする患者の受診状況

令和２年度は、第２波・第３波の流行により、利用者総数の２４．３%が発熱外来で
の診察対象であり、令和３年度は第５波・第６波の流行により、発熱外来受診者数は利

用者総数の３５．７%に増加した。令和４年度に入り、デルタ株からオミクロン株への
変異を受けて、令和４年度は９月末で２９．２%が発熱外来の対象者となっている。

２) 発熱・風邪症状のある患者からの問い合わせに対する相談
・幼児や高齢者を中心とした陽性者の増加により、家庭内感染が疑われ、濃厚接触者とし

て症状が出現してきたため、どのような受診方法をとれば良いのか。

・職場から体調不良の際は医療機関の受診を義務付けられているが、自分はどのような行

動をとれば良いのか。

・発熱したばかりで、解熱剤は手持ち分があるが、受診した方が良いのか。

→ 受診方法や、家庭や職場内での感染防止対策についての生活指導を行った。

３) 受診・相談センターとの連携状況

４) 院内感染防止対策
感染症専用棟(発熱外来)には、空気清浄機、スリッパ殺菌消毒装置、フェイスシール
ド・防護眼鏡等の殺菌消毒装置を整備し、院内感染防止に努めた。また、医師看護師に

ついても、個人防護物品を計画的に購入し、個人防護を厳格に順守することで、感染リ

スクの高い患者の受診にも対応するとともに、２次感染防止を図ることができた。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

(４～９月)
利用者総数 １７７０人 ２０９１人 ９８７人

発熱外来受診者数 ４３０人 ７４６人 ２８８人

利用者総数に占める割合 ２４．３% ３５．７% ２９．２%

令和２年度

(１２～３月)
令和３年度 令和４年度

(４～９月)
電話問診後、センターを紹介した数 ２８人 １４３人 ２５６人

センターからの紹介を受けた数 ２７人 １２４人 ４４人

医師診察後、センターを紹介した数 ３人 １９人 ４人
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l標準予防策に加え、飛沫・接触予防策を実施。
lカルテは感染症専用棟に持ち込み可とする。

l診察終了後の消毒：患者の高頻度接触面や医療器具は消毒薬で清拭。
l換気：常時 2方向の窓を開放。消毒薬で清拭。換気は 2方向窓を開け 10分程度。
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問診の聴取。

体温・SPO2測定

１）発熱のある患者は、すべて感染症専用棟で診察する。医師が各種抗原検査（新型コロナウイルスは除外）必要と判断した場合は、感染症専用棟に設置した専用 BOXで実施
する。

２）原則、感染症専用棟での診察は、患者 1名ずつとする。小児科・内科患者が同時に来所した場合、看護師が症状・年齢から優先順位を判断する。
３）全科において、原則患者の付き添いを禁止する。ただし、小児や要介護等の患者については 1名までは許可する。

発熱患者からの電話

次を情報収集。

l氏名、年齢、独歩可能か
l問診票１）～５）の項目
l携帯電話番号・車種と色
患者に「他者への感染防止の

ため診療所到着後、（65）8999
へ連絡」と伝える。

直接来所
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説明。携帯電話番号を聞き、
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者

との接触があっ

総合相談センターへ連絡

するよう伝える

0570－051－280 総合相談センターにて当診療所での診療の指示

を受け来所

診療所に来所

①～④以外の患者

感染症専用棟で診察

原則、患者 1名ずつ誘導

事務：保険証・受給者証
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各種抗原(新型コロナウイルス抗原検査は除外)検査実施
l検査専用 BOXにて実施
l検査結果が出るまで、患者は検査専用 BOX内で待機（約 5分）
lPPE装着：ﾌｪｲｽｼｰﾙﾄﾞ・ｻｰｼﾞｶﾙﾏｽｸ・手袋・長袖ｶﾞｳﾝ・ｷｬｯﾌﾟ

※ﾏｽｸ→ｷｬｯﾌﾟの順につける。手袋でｶﾞｳﾝの袖を覆う。

lPPE脱衣：ｶﾞｳﾝと手袋は一緒に裏返し脱衣→手指衛生→ｷｬｯﾌﾟ･ｼｰﾙﾄﾞの
順に顔に触れないよう外す→手指衛生
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各種検査陰性 各種検査陽性

各種疾患に応じた治療実施医師の判断による発熱治療実施

服薬指導・支払いについては原則患者は自車内で待機

総合相談センターから紹介された医療機関を受診

問診票項目６）～１１）の聴取。不足している

問診の聴取。体温・SPO2測定

担当医師の判断にて屋外での電話診療も可能

④所属先（学校・

保育園・職場・

高齢者施設）等

で COVID19感
染者はいないか


